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研究開発税制は、2017年度税制改正で総額型の税

額控除率が試験研究費の増減に応じてインセンティ

ブのあるものに代わるほか、その対象となる試験研

究費に「第４次産業革命型のサービス開発」が追加さ

れた。しかし、第４次産業革命型といっても、多く

の人には具体的にイメージしづらいだろう。

試験研究費の範囲は、これまで「製品の製造」や「技

術の改良・考案・発明」にかかる試験研究のために

要する費用とされ、主に製造業によるモノづくりが

対象とされてきたが、税制改正後の政令では「対価

を得て提供する新たな役務の開発」を目的として行

われるものが規定された。

政令によると、新たなサービス開発とは、(1)センサー等による自動的な情報の収集、(2)専門家による情報解析技術を用いた(1)

の情報の分析、(3)(2)で発見された法則を利用した役務の設計、(4)(3)の法則が、予測と結果が一致する蓋然性が高いものであ

ること、その他妥当と認められるものとの確認、の全てを満たす必要があると規定。つまり、(1)～(4)それぞれを単独で行った

としても対象とすることはできない。(2)の分析については、情報の解析に必要な専門知識を有する者（情報解析専門家）が、専門

のソフトウェアを使用して行う分析でなくてはならないとされている。

したがって、情報解析専門家の介在が不可欠となり、その人件費は対象費用となる。

試験研究税制に追加された研究費
第４次産業革命型のサービス開発

税理士の

岡山事業部　北村嘉章

試験研究費は、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件

費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などが対象とされてきました。

税制改正において、「第４次産業革命型」のサービス開発にかかる試験研究費も対象となりました。

IoTやビッグデータ、人工知能等を活用することで企業が新たなビジネスを創出していくことを後押しする狙い

があります。

節税対策などを総合的に判断して研究開発推進を検討されてはいかがでしょうか。
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コンサルの

PDCAサイクルにおいて一般的にはＣ（チェック）が不十分なケースが多いと言われます

が、「Ｄ（行動）が不十分な企業の方が多いのでは？」と私は感じています。

例えば営業マンの場合、製造業であればエンドユーザーニーズを把握し次回提案につな

げる、小売業であればサービスや付加価値を高める、などの提案営業の工夫は必要です。

しかし、何度も足しげく通う「泥臭い」営業で活動量を確保することも忘れてはいけません。中小企業診断士　岸田成弘

売上が目標に到達していない場合、まずは方針通りの活動ができているかを確認します。活動量が確保されていなければそれを

徹底します。

確保されていれば、営業の質や商品・サービスの質に問題があることになります。その時は、営業方法を変えたり、商品やサー

ビスを変える取り組みが必要です。

しかしこれには時間がかかり、短期間では結果が出ないため、思い切って目先の数字はあきらめることも必要です。

そして３ケ月先のマイルストーンを置いて活動計画を立て、着実に実践していくのです。

取り組む内容によっては３ケ月では済まず、半年かかるものもありますが、目先の数字を捨てることにより、常に先を見据えて

の取り組みで３ケ月後あるいは６ケ月後の目標達成が確実に見えてくるのです。

（１）経営目標、体質強化を支える活動計画（アクションプラン） 

● 新規顧客獲得件数 

● フェア・イベント回数 

● クレーム減少件数 

● 研修回数 

（２）攻めの活動計画

活動計画（アクションプラン）のうち、「攻め」の計画では、売上目標を達成させるための新規顧客獲得件数や、新規顧客獲得のた

めの新しい出会いを作るフェアなどのイベント回数計画を立てていきます。新規顧客獲得なくしては企業の発展・成長はありま

せん。

（３）守りの活動計画

一方で、既存顧客を守るための活動計画を立てていきます。顧客を失う最大の要因であるクレームを減少させる取組みというこ

とになります。

クレームの多くは、担当者の「無知」「失念」「思い込み」や、組織として「責任者不在」「確認不足」などが主な原因です。

これらを改善するために、担当者のレベルアップのための研修回数を設定し、体質強化を図る。経営目標の達成、体質強化のため、

これらの取り組みは、一定量以上の件数を継続的に行っていくことが重要です。

売上確保のために活動計画を立てる
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